
大口町告示第７７号 

 

 大口町公用車貸出に関する要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

 

  平成２９年８月２１日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



 

   大口町公用車貸出に関する要綱の一部を改正する要綱 

 

 大口町公用車貸出に関する要綱（平成２６年大口町告示第６８号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第２号中「尾張小牧５３０た５０ 尾張小牧５０２は１９７」を「尾張小

牧５３０た５０、尾張小牧５０２は１９７及び尾張小牧４８０け６５４」に改める。 

 第４条第２項に次のただし書を加える。 

  ただし、町に隣接する区域において、使用目的を達成するために必要最小限の

範囲で使用することができる。 

 第１４条を次のように改める。 

 （その他必要事項） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年９月１日から施行する。 
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